
マイナ保険証をご利用できない場合は、勤務先に「資格確認書」の交付
申請をしてください。登録したか分からない場合は、マイナポータルで
ご自身の「マイナ保険証の利用登録状況」をご確認ください。

• マイナンバーカードには、“ログインしたものが、あなたであること”を証
明するための電子証明書が搭載されています。

• 電子証明書には、有効期限が設定されています（確認方法は右図参照）。
市区町村から送付される「有効期限通知書」がお手元に届きましたら、お
早めに更新をお願いします。

• なお、電子証明書の有効期限切れから3か月間※は、引き続きマイナ保険
証で受診できます。ただし、保健資格情報の提供のみで、診療情報・薬剤
情報等の提供は出来ません。

※ 有効期限満了日が属する月の末日から3カ月間
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